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GLOBAL UNION の外国訴訟参加の通知 

 

千葉県医療労働組合連合会の書記⾧である永島達哉氏（以下「永島氏」という。）及び貴殿らが一体と

なって馬塲亮治氏（以下「馬塲氏」という。）に対して行った誹謗中傷行為に対して、先日、馬塲氏が外

国での訴訟提起を行ったことにつき、以下の通り、通知する。 

 

第１ 馬塲氏の海外訴訟への参加について 

この度、当労働組合の上部労働者団体である「GLOBAL UNION」より、馬塲氏が個人に対する誹

謗中傷により外国にて大きな損害を被ったとして、外国にて訴訟を提起した旨を知らされました。現

在、マニラでの訴訟については新型コロナウイルスの影響により時間がかかっているが、フィリピン

での訴訟については、準備が順調に進んでいるとのことです。本書に、馬塲氏より GLOBAL UNION

に共有されたフィリピンでの訴訟についての訴状の写しを添付させていただきますので、ご確認下さ

い（上記訴訟では、馬塲氏に対する複数の者からの誹謗中傷について一連の事件として訴訟を提起し

ており、貴殿らとは無関係の者についても共同被告とされているとのことです。）。 

この点、貴殿らが部外者である永島氏を利用して行う首都圏青年ユニオン連合会に対する悪質な印

象操作活動によって、世界中で活動する GLOBAL UNION においても少なからず損害が生じている

ようです。これを踏まえ、今般の外国訴訟につき GLOBAL UNION においても参加することが決定

されたとのことですので、日本支部の役割も務める首都圏青年ユニオン連合会より、ご通知致します。 

 

第２ 千歳会労働組合の不当な活動について 

  貴殿らは、部外者であり社内事情につき何も知らない永島氏を利用して、これまでにも首都圏青年

ユニオン連合会の名誉棄損行為を繰り返してきました。先の労働委員会における救済申立手続の決定

においても、社会福祉法人千歳会と首都圏青年ユニオン連合会の癒着という貴殿らの妄想甚だしい主

張が排斥されたにもかかわらず、貴殿らは、当該決定を歪曲してインターネット上で悪質極まりない

私たちに対する印象操作活動を続けておられます。先日も、首都圏青年ユニオン連合会の組合員から、

永島氏が公開の場で今般の馬塲氏の海外訴訟提起を揶揄する発言を行っていたことが確認され、貴殿

らと永島氏のプロパガンダ行為はとどまるところを知りません。首都圏青年ユニオン連合会としては、

社会福祉法人千歳会内において対抗労働組合の関係にある貴組合のこのような法令も社会常識も逸



脱した不当な活動には辟易としているところであり、この度の GLOBAL UNION としての決定につ

いても全面的に賛同している次第です。GLOBAL UNION においても、貴殿らの行為によって、全世

界を対象として組合費無料の労働者団体として行う活動を妨害されており、被害は広がるばかりです。 

 

第３ 終わりに 

 私たちは、貴殿らのような不法な活動を繰り返す組織の圧力に屈することなく、今後も労働者利益

が真っ当に実現される労働組合活動を続けていきます。無意味に紛争を起こし、社内秩序を乱すこと

にしか関心がないように見受けられる貴殿らに対しては、まずもって本書により上記のご通知を行う

とともに、上記の貴殿らの行為に対しては厳に抗議させていただきます。 

以上 


